
No.64

　
相
続
の
放
棄
に
関
す
る
質

問
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
少
し

紛
ら
わ
し
い
で
す
が
、
法
律

用
語
で
「
相
続
放
棄
」
と
「
相

続
分
の
放
棄
」
は
意
味
が
違

い
ま
す
。

❶
相
続
放
棄
は
最
初
か
ら
相

続
人
で
は
な
か
っ
た
事
に
な

る
も
の
で
、
相
続
開
始
を
知

っ
た
時
か
ら
３
ヵ
月
以
内
に

家
庭
裁
判
所
に
申
述
す
る
手

続
き
で
す
。
相
続
人
で
は
な

い
の
で
、
財
産
も
債
務
も
一

切
承
継
し
ま
せ
ん
。

❷
相
続
分
の
放
棄
は
民
法
に

特
別
の
規
定
は
あ
り
ま
せ

ん
。
相
続
人
が
、
遺
産
分
割

協
議
に
お
い
て
財
産
の
取
得

を
し
な
い
場
合
や
、
相
続
持

分
全
部
を
他
の
相
続
人
に
譲

渡
す
る
と
い
う
意
味
で
事
実

上
使
用
さ
れ
て
い
る
言
葉
で

す
。
期
間
の
制
限
は
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
、
相
続
分
の
放

棄
は
取
得
す
る
財
産
が
ゼ
ロ

で
あ
っ
て
も
、
相
続
人
の
地

位
は
そ
の
ま
ま
な
の
で
、
被

相
続
人
の
債
務
（
借
金
等
）

を
負
わ
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　
相
続
の
放
棄
を
考
え
る
際

は
専
門
家
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

相
続
の

放
棄
に
つ
い
て

暮
ら
し
の
法
律
ナ
ビ
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